
埼玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針 新旧対照表 

令和３年５月 14日改正 

改正前 改正後 

第１～第２ （略） 

第３ 大規模事業所における取組の推進 

１～２ （略） 

３ 排出量取引の実施 

 大規模事業者は、排出量取引を実施する必要があると

判断した場合には、排出量取引の方法について検討し、

計画的な取得に努めるものとする。 

 また、削減計画期間の最終年度には、その前年度まで

の削減量及び最終年度の削減量見込みの合計と最終的な

削減目標量とを比較して、削減目標を達成するため、削

減計画期間終了の翌年度において必要な排出量取引の量

を予測し、当該排出量取引に係る適切な予算措置を講ず

るよう努めるものとする。 

 排出量取引の実施方法等の詳細については、知事が別

に定める。 

４ （略） 

 

第４～第５（略） 

 

別表第１～別表第３ （略） 

 

別表第４ （目標削減率） 

第１ 別表第２の１に掲げる削減計画期間 

 

（略） 

第２ （略） 

備考 

１ （略） 

⑴ （略） 

ア～エ （略） 

オ 上記アからエまでに掲げるもののほか、中小企業者

及び次の⑵から⑸までに該当するもの以外のものが当

該中小企業の経営を実質的に支配することが可能とな

る関係にあると知事が認める場合 

第１～第２ （略） 

第３  大規模事業所における取組の推進 

１～２ （略） 

３ 排出量取引の実施 

 大規模事業者は、排出量取引を実施する必要があると

判断した場合には、排出量取引の方法について検討し、

計画的な取得に努めるものとする。 

 また、削減計画期間の最終年度には、その前年度まで

の削減量及び最終年度の削減量見込みの合計と最終的な

削減目標量とを比較して、削減目標を達成するため、削

減計画期間終了の翌年度以降において必要な排出量取引

の量を予測し、当該排出量取引に係る適切な予算措置を

講ずるよう努めるものとする。 

 排出量取引の実施方法等の詳細については、知事が別

に定める。 

４ （略） 

 

第４～第５（略） 

 

別表第１～別表第３ （略） 

 

別表第４ （目標削減率） 

第１ 別表第２の１に掲げる削減計画期間における目標

削減率 

（略） 

第２ （略） 

備考 

１ （略） 

⑴ （略） 

ア～エ （略） 

オ 上記アからエまでに掲げるもののほか、中小企業者

及び次の⑵から⑹までに該当するもの以外のものが当

該中小企業の経営を実質的に支配することが可能とな

る関係にあると知事が認める場合 



⑵から⑹ （略） 

２（略） 

３ 地球温暖化対策の推進の程度が特に優れた事業所と

して知事が別に定める基準に適合することを知事が認

めた大規模事業所の目標削減率は、当該事業所が知事

が定める基準に適合する旨を知事に申請した年度から

当該年度の属する削減計画期間の終了年度（知事が別

に定めるところにより終了年度が変更された場合にあ

っては、当該変更後の終了年度）までの期間（以下

「削減期間」という。）の終了する年度（平成24年度

から平成26年度までの間に申請を行った事業所にあっ

ては申請を行った年度から起算して４年度目の年度、

平成28年度から令和元年度までの間に申請を行った事

業所にあっては申請を行った年度から起算して５年度

目の年度。ただし、基準に適合しなくなったことを知

事が認めた場合にあっては、その認めた日の属する年

度。以下同じ。）までの期間において、この表の区分

に応じ、割合の欄、割合１の欄、割合２の欄及び割合

３の欄に掲げる値（備考１又は２に該当する事業所に

あっては、備考１又は２の規定を適用した値）の４分

の３とする。 

４ 地球温暖化対策の推進の程度が極めて優れた事業所

として知事が別に定める基準に適合することを知事が

認めた大規模事業所の目標削減率は、当該事業所が知

事が定める基準に適合する旨を知事に申請した年度か

ら当該年度の属する削減期間の終了する年度までの期

間において、この表の区分に応じ、割合の欄、割合１

の欄、割合２の欄及び割合３の欄に掲げる値（備考１

又は２に該当する事業所にあっては、備考１又は２の

規定を適用した値）の２分の１とする。 

 

別表第５ （目標の達成の方法） 

 目標の達成の方法は、削減期間ごとに、当該大規模事

業所における削減期間の各年度の基準排出量（別表第３

備考の規定により基準排出量が変更された年度について

は、その変更後の量。以下同じ。）を合算して得た量か

ら当該大規模事業所における各年度の目標設定ガス排出

量の削減期間における合計を減じて得た量（以下「排出

⑵から⑹ （略） 

２（略） 

３ 地球温暖化対策の推進の程度が特に優れた事業所と

して知事が別に定める基準に適合することを知事が認

めた大規模事業所の目標削減率は、当該事業所が知事

が定める基準に適合する旨を知事に申請した年度から

当該年度の属する削減計画期間の終了年度（平成24年

度から平成26年度までの間に申請を行った事業所にあ

っては申請を行った年度から起算して４年度目の年

度、平成28年度から令和元年度までの間に申請を行っ

た事業所にあっては申請を行った年度から起算して５

年度目の年度。ただし、基準に適合しなくなったこと

を知事が認めた場合にあっては、その認めた日の属す

る年度、知事が別に定めるところにより終了年度が変

更された場合にあっては、当該変更後の終了年度）ま

での期間（以下「優良大規模事業所認定期間」とい

う。）において、この表の区分に応じ、割合の欄、割

合１の欄、割合２の欄及び割合３の欄に掲げる値（備

考１又は２に該当する事業所にあっては、備考１又は

２の規定を適用した値）の４分の３とする。 

 

４ 地球温暖化対策の推進の程度が極めて優れた事業所

として知事が別に定める基準に適合することを知事が

認めた大規模事業所の目標削減率は、優良大規模事業

所認定期間において、この表の区分に応じ、割合の

欄、割合１の欄、割合２の欄及び割合３の欄に掲げる

値（備考１又は２に該当する事業所にあっては、備考

１又は２の規定を適用した値）の２分の１とする。 

 

 

 

別表第５ （目標の達成の方法） 

 目標の達成の方法は、削減期間（当該削減計画期間に

おいて、大規模事業所に該当した年度から終了年度（知

事が別に定めるところにより終了年度が変更された場合

にあっては、当該変更後の終了年度）までの期間。以下

同じ。）ごとに、当該大規模事業所における削減期間の

各年度の基準排出量（別表第３備考の規定により基準排



 

削減量」という。）に、１及び２の量を加え、３の量を

減じて得た量（以下「算定排出削減量」という。）を、

当該削減期間の終了年度の翌々年度の９月末日（知事が

別に定めるところにより削減期間の終了年度が変更され

た場合又は削減期間の終了の年度の翌々年度の４月３日

以降において当該削減期間に係る基準排出量の決定、変

更若しくは目標削減率の減少若しくは条例第12条の規定

による地球温暖化対策計画の提出の手続が完了していな

い場合（大規模事業者の責めに帰すべき事由によるとき

を除く。）にあっては、知事が認めた日の翌日から起算

して180日を経過した日）までに、削減期間の年度ごとに

基準排出量に目標削減率（別表第４備考の規定により目

標削減率が減少した年度については、その減少後の値）

を乗じて得た量を、当該削減期間において合計した量

（以下「排出削減目標量」という。）以上とする方法と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

備考 

１～３ （略） 

４ 大規模事業者は、当該削減期間の終了年度の翌々年

度の９月末日において、算定排出削減量を排出削減目

標量以上にすることができなかった場合には、当該削

減期間の排出削減目標量から当該削減期間の算定排出

削減量を減じて得た量を次の削減期間の排出削減目標

量に加えた量を次の削減期間の排出削減目標量とみな

すものとする。 

５ （略） 

 

出量が変更された年度については、その変更後の量。以

下同じ。）を合算して得た量から当該大規模事業所にお

ける各年度の目標設定ガス排出量の削減期間における合

計を減じて得た量（以下「排出削減量」という。）に、

１及び２の量を加え、３の量を減じて得た量（以下「算

定排出削減量」という。）を、当該削減期間の終了年度

の翌々年度の９月末日（削減期間の終了の年度が令和元

年度の場合にあっては令和４年１月末日。ただし、知事

が別に定めるところにより削減期間の終了年度が変更さ

れた場合又は削減期間の終了の年度の翌々年度の４月３

日（削減期間の終了の年度が令和元年度の場合にあって

は令和３年８月４日）以降において当該削減期間に係る

基準排出量の決定、変更若しくは目標削減率の減少若し

くは条例第12条の規定による地球温暖化対策計画の提出

の手続が完了していない場合（大規模事業者の責めに帰

すべき事由によるときを除く。）にあっては、知事が認

めた日の翌日から起算して180日を経過した日。以下「目

標達成期限」という。）までに、削減期間の年度ごとに

基準排出量に目標削減率（別表第４備考の規定により目

標削減率が減少した年度については、その減少後の値）

を乗じて得た量を、当該削減期間において合計した量

（以下「排出削減目標量」という。）以上とする方法と

する。 

（略） 

備考 

１～３ （略） 

４ 大規模事業者は、当該削減期間の目標達成期限にお

いて、算定排出削減量を排出削減目標量以上にするこ

とができなかった場合には、当該削減期間の排出削減

目標量から当該削減期間の算定排出削減量を減じて得

た量を次の削減期間の排出削減目標量に加えた量を次

の削減期間の排出削減目標量とみなすものとする。 

 

５ （略） 

 


